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●
司
法
化
す
る
タ
イ
政
治

　

二
〇
〇
六
年
以
来
続
く
タ
イ
の
政
治
混
乱
は
、
色
鮮
や
か
な
線
引
き
と
は
裏

腹
に
さ
ま
ざ
ま
な
主
張
や
利
害
が
か
ら
む
複
雑
な
パ
ズ
ル
と
な
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
六
年
九
月
の
ク
ー
デ
タ
で
追
放
さ
れ
た
タ
ッ
ク
シ
ン
・
チ
ナ
ワ
ッ
ト
元

首
相
（
二
〇
〇
一
～
〇
六
年
）
を
支
持
す
る
グ
ル
ー
プ
は
、
主
に
北
部
・
東
北

部
に
支
持
基
盤
が
あ
り
、
選
挙
で
勝
利
し
た
こ
と
で
法
的
な
正
当
性
を
有
し
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
タ
ッ
ク
シ
ン
政
権
に
対
す
る
激
し
い
抗
議
運
動
を
主

導
し
て
き
た
「
市
民
の
た
め
の
民
主
主
義
連
合
」（People's A

lliance for 
D
em
ocracy

＝
Ｐ
Ａ
Ｄ
）
は
、
タ
ッ
ク
シ
ン
派
が
、
票
の
買
収
や
ポ
ピ
ュ
リ

ス
ト
的
な
バ
ラ
マ
キ
政
策
で
人
々
の
歓
心
を
得
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
そ
の

正
当
性
を
否
定
す
る
。
さ
ら
に
、
将
来
の
共
和
制
を
示
唆
し
た
タ
ッ
ク
シ
ン
元

首
相
の
発
言
を
取
り
上
げ
、
タ
ッ
ク
シ
ン
元
首
相
や
そ
れ
を
継
承
す
る
諸
政
権

が
反
王
制
で
あ
る
と
攻
撃
す
る
。
タ
ッ
ク
シ
ン
派
は
こ
れ
を
繰
り
返
し
否
定
し

て
き
た
。
タ
ッ
ク
シ
ン
発
言
の
真
意
が
ど
こ
に
あ
れ
、
現
国
王
は
タ
イ
国
内
で

深
く
信
奉
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
主
張
が
人
々
を
動
か
す
一
つ
の
要
因
で
あ
る
こ

と
は
否
め
な
い
。
ま
た
、
Ｐ
Ａ
Ｄ
は
政
党
で
は
な
く
、
自
ら
政
権
を
獲
得
す
る

こ
と
は
目
指
し
て
い
な
い
し
、
タ
ッ
ク
シ
ン
派
を
追
い
落
と
す
た
め
に
、
国
王

や
軍
の
介
入
さ
え
求
め
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
や
っ
か
い
な
の
は
、
反
タ
ッ

ク
シ
ン
派
が
バ
ン
コ
ク
を
中
心
に
多
く
の
支
持
を
得
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
バ
ン
コ
ク
を
拠
点
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
も
反
タ
ッ
ク
シ
ン
運
動
に
好
意

的
で
あ
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
の
民
主
化
運
動
を
支
え
た
中
間
層
や
、

一
九
九
七
年
憲
法
体
制
を
作
り
上
げ
た
学
者
・
知
識
人
が
、
ク
ー
デ
タ
を
も
容

認
す
る
反
タ
ッ
ク
シ
ン
派
に
支
持
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
タ
イ
の
民
主
化
の

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
も
あ
る
。
外
国
メ
デ
ィ
ア
に
は
、
一
連
の
政
変
を
、
恵
ま
れ

た
都
市
部
と
地
方
の
利
益
を
主
張
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
の
対
立
と
い
う
構
図

で
捉
え
、
選
挙
の
正
当
性
を
否
定
す
る
反
タ
ッ
ク
シ
ン
派
の
見
方
を
文
字
通
り

に
受
け
止
め
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
も
の
も
あ
る
（
参
考
文
献
②
）。

｢
政
治
の
司
法
化｣

と｢

政
治
化
す
る
司
法｣

タ
イ
憲
法
裁
判
所
の
与
党
解
散
命
令

分
析
リ
ポ
ー
ト

　

タ
イ
で
は
、
二
〇
〇
六
年
ク
ー
デ
タ
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
た
タ
ッ
ク
シ
ン
元
首
相
を
支
持
す
る
グ
ル
ー
プ
と
反
タ
ッ
ク
シ
ン
派
と
の
対
立
が
続
く
。
タ
ッ
ク
シ
ン
派
は
、

二
〇
〇
七
年
一
二
月
総
選
挙
で
再
び
政
権
を
獲
得
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
反
タ
ッ
ク
シ
ン
派
は
、
新
政
権
に
対
し
て
も
敵
対
す
る
姿
勢
を
示
し
、
二
〇
〇
八
年
八
月
に

は
大
規
模
な
抗
議
活
動
を
再
開
し
、
一
一
月
に
は
国
際
空
港
の
占
拠
へ
と
事
態
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
憲
法
裁
判
所
は
、
同
年
一
二
月

二
日
、
与
党
三
党
に
対
し
て
、
選
挙
違
反
を
理
由
と
す
る
解
散
命
令
を
下
し
、
タ
ッ
ク
シ
ン
派
は
再
び
政
権
の
座
か
ら
追
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
憲
法
裁
は
、
与

党
を
解
散
す
る
ほ
ど
大
き
な
権
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

今
泉
慎
也
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本
稿
で
そ
の
一
端
を
示
す
よ
う
に
、
二
〇
〇
六
年
以
降
の
政
変
期
に
お
い
て
、

憲
法
裁
判
所
、
さ
ら
に
他
の
司
法
機
関
は
、
タ
ッ
ク
シ
ン
派
に
と
っ
て
厳
し
い

判
決
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
し
か
も
、
現
職
の
首
相
を
失
職
さ
せ
、
現
に
政
権

に
あ
る
政
党
を
解
散
す
る
な
ど
、
二
〇
〇
七
年
憲
法
成
立
後
の
憲
法
裁
の
判
断

は
よ
り
一
層
先
鋭
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

司
法
が
、
政
治
過
程
や
政
策
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
現
象
は
、
一
般

に｢

政
治
の
司
法
化｣

（judicialization of politics

）
と
呼
ば
れ
る
。
民

主
化
や
体
制
移
行
に
伴
う
制
度
改
革
に
お
い
て
、｢

法
の
支
配｣

が
強
調
さ
れ
、

司
法
制
度
の
整
備
や
、
司
法
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
（
司
法
審
査
）
の
確
立
・

強
化
が
進
ん
だ
。
タ
イ
は
、
そ
う
し
た
制
度
改
革
に
と
も
な
っ
て
、
司
法
化
が

進
展
し
た
国
の
一
つ
で
あ
る
。

　

司
法
の
役
割
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
少
数
派
の
権
利
・
利
益
を
擁
護

し
、
あ
る
い
は
国
民
が
政
策
形
成
に
参
与
す
る
途
を
開
く
、
と
い
っ
た
点
で
望

ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
司
法
が
関

わ
る
分
野
が
拡
大
し
た
結
果
、
経
済
社
会
政
策
、
国
民
の
間
で
意
見
が
分
か
れ

る
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
司
法
判
断
と
政
治
部
門
や
世
論
と
の
間
に
強
い
対
立
が

生
じ
る
こ
と
が
多
く
の
国
で
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
タ
イ
の
事
例
が
示
す
よ
う

に
、
司
法
は
、
選
挙
、
政
党
解
散
、
政
治
リ
ー
ダ
ー
の
資
格
審
査
・
罷
免
な
ど

民
主
主
義
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
に
よ
り
深
く
立
ち
入
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

（
参
考
文
献
④
）。
司
法
化
は
、
制
度
、
裁
判
官
、
他
の
政
治
部
門
と
の
関
係
な

ど
多
様
な
要
素
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
そ
の
表
れ
方
は
各
国
に
よ
っ
て
異
な
る
。

は
た
し
て
タ
イ
の
司
法
化
を
特
徴
づ
け
る
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
示
そ
う
と
す
る
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
憲
法
裁
は
、
多

く
の
判
決
に
お
い
て
、
そ
の
憲
法
解
釈
の
正
当
化
の
た
め
反
政
治
腐
敗
・
反
汚

職
を
強
く
主
張
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
制
度
面

で
の
権
限
強
化
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
。
第
二
に
、
憲
法
裁
、
独
立
機
関
を

通
じ
て
、
職
業
裁
判
官
の
政
治
的
役
割
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、

認
識
さ
れ
た
喫
緊
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
、
長
期
的
な
影
響
が

十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。
以
下
で
は
、
こ
の
三
点
に

つ
い
て
順
に
検
討
し
て
い
こ
う
。

憲法裁判所 ［行政裁判所］［司法裁判所］

政治職在職者刑事事件部

最高裁判所

控訴裁判所

第一審裁判所

第一審行政裁判所

最高行政裁判所

図１　タイの裁判所機構

（出所）筆者作成。
（注）軍事裁判所は省略した。
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●
二
〇
〇
八
年
政
変―

憲
法
裁
に
よ
っ
て
追
い
込
ま
れ
た

タ
ッ
ク
シ
ン
派

　

タ
ッ
ク
シ
ン
元
首
相
を
党
首
と
し
た
タ
イ
・
ラ
ッ
ク
・
タ
イ
党
（T

hai 
Rak T

hai

＝
Ｔ
Ｒ
Ｔ
）
が
、
二
〇
〇
七
年
五
月
に
解
散
を
命
じ
ら
れ
た
後
、

タ
ッ
ク
シ
ン
派
は
新
た
な
諸
政
党
を
結
成
し
た
。
二
〇
〇
七
年
八
月
に
公
布
さ

れ
た
新
憲
法
の
も
と
で
行
わ
れ
た
同
年
一
二
月
総
選
挙
に
よ
っ
て
、
タ
ッ
ク
シ

ン
派
の
人
民
の
力
党
（People Pow

er Party

＝
Ｐ
Ｐ
Ｐ
）
が
勝
利
し
、
同

党
党
首
サ
マ
ッ
ク
・
ス
ン
ト
ラ
ウ
ェ
ー
ト
を
首
相
と
す
る
連
立
政
権
が
成
立
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｐ
Ａ
Ｄ
は
、
サ
マ
ッ
ク
政
権
に
対
し
て
も
反
対
す
る
立

場
を
と
り
、
二
〇
〇
八
年
八
月
に
は
大
規
模
な
抗
議
行
動
を
再
開
し
、
首
相
府

を
占
拠
す
る
な
ど
の
戦
術
に
打
っ
て
出
た
の
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
八
年
九
月
に
、
憲
法
裁
は
、
サ
マ
ッ
ク
首
相
の
テ
レ
ビ
の
料
理
番
組

へ
の
レ
ギ
ュ
ラ
ー
出
演
が
、
憲
法
の
利
益
相
反
禁
止
規
定
に
違
反
し
、
同
首
相

が
大
臣
た
る
地
位
を
失
っ
た
と
判
決
し
た
。
失
職
し
た
サ
マ
ッ
ク
に
代
わ
り
、

タ
ッ
ク
シ
ン
元
首
相
の
義
弟
で
あ
る
、
人
民
の
力
党
の
ソ
ム
チ
ャ
イ
・
ウ
ォ
ン

サ
ワ
ッ
ト
が
首
相
に
就
任
し
た
。
Ｐ
Ａ
Ｄ
は
、
ソ
ム
チ
ャ
イ
政
権
の
所
信
表
明

演
説
を
阻
止
す
べ
く
国
会
を
包
囲
し
、
そ
の
排
除
に
動
い
た
警
官
隊
と
の
衝
突

で
死
傷
者
が
発
生
し
た
。
同
事
件
の
犠
牲
者
の
葬
儀
に
、
き
わ
め
て
異
例
な
こ

と
に
、
王
妃
が
出
席
し
た
こ
と
は
、
反
タ
ッ
ク
シ
ン
派
へ
の
支
持
を
表
明
し
た

も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
た
。
同
年
一
一
月
に
な
っ
て
、
Ｐ
Ａ
Ｄ
は
行
動
を
エ
ス

カ
レ
ー
ト
さ
せ
、
数
千
人
で
ス
ワ
ン
ナ
プ
ー
ム
国
際
空
港
、
ド
ン
ム
ア
ン
空
港

の
占
拠
を
行
い
、
数
万
人
の
外
国
人
が
タ
イ
国
内
に
足
止
め
さ
れ
、
経
済
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
。
警
察
の
対
応
は
鈍
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
空
港
を
取
り

囲
む
よ
う
に
部
隊
を
配
置
し
、
衝
突
の
可
能
性
が
高
ま
っ
た
。
国
内
が
騒
然
と

す
る
な
か
、
同
年
一
二
月
二
日
の
憲
法
裁
判
決
は
、
人
民
の
力
党
、
国
民
党
、

中
道
党
の
与
党
三
党
に
対
し
て
選
挙
違
反
を
理
由
と
す
る
政
党
解
散
を
命
令
し
、

同
時
に
各
党
の
役
員
の
選
挙
権
を
五
年
間
停
止
し
た
の
で
あ
る
。
選
挙
権
の
停

止
期
間
中
は
、
立
候
補
が
認
め
ら
れ
な
い
。
ソ
ム
チ
ャ
イ
政
権
に
代
わ
り
、
多

数
派
工
作
に
成
功
し
た
野
党
民
主
党
の
党
首
ア
ピ
シ
ッ
ト
・
ウ
ェ
ー
チ
ャ
チ
ワ

を
首
相
と
す
る
連
立
政
権
が
成
立
し
、
タ
ッ
ク
シ
ン
派
は
再
び
政
権
を
追
わ
れ

表１　2008年の憲法裁判所の主要判決

１．通常裁判所における事件に適用される法律の合憲性に関する事件（憲法211条）
○ 憲法裁判決5/2551（’08.6.30.）／最高裁政治職刑事部（タックシン元首相ほか）付託（’08.4.2）／争点：タックシン元首相等の

不正調査を行う国家損害調査委員会を設置したクーデタ布告第30号とその存続期間を延長した改正法（2007）の合憲性。／合憲 
（9:0）。

○ 憲法裁判決11/2551 （’08.8.5.）／最高裁政治職刑事部（タックシン元首相夫妻）付託（’08.7.11.）／争点：1999年汚職防止摘
発憲法付随法の合憲性／合憲（8:0）

２．資格喪失・禁止行為を理由とする大臣の地位の終了（憲法182条／91条準用）
○ 憲法裁判決9/2551 （’08.7.9.）／上院議長（上院議員36人）付託（’08.4.21.）／争点：配偶者の保有株式が保有制限（269条等）

に違反することを理由にチャイヤー・サソムサップ衛生省大臣の大臣たる地位が終了したか／違反。地位終了（8：1）。
○ 憲法裁判決12-13/2551 （’08.9.9.）／上院議長（上院議員29人）・選挙委員会付託（’08.6.2.; ’08.7.29.）／争点：サマック首相

のテレビの料理番組への出演が，憲法が定める利益相反行為禁止（265条）に違反し，同首相の大臣たる地位が終了したか。／違反。
地位終了（9:0）。

３．国会承認が必要な条約か否かの審査（憲法190条）
○ 憲法裁判決6-7/2551 （’08.7.8.）／上院議長（上院議員77人）・下院議長（下院議員151人）付託n.a.（2008）／争点：カンボジ

ア政府との6月18日付共同声明が国会承認を要する条約にあたるか／かかる条約に該当。違憲（8：1）。

４．政党解散命令（憲法68条＋237条）
最高検察（選挙委員会）付託（’08.10.10.）／争点：’07.12総選挙における選挙違反を理由とする政党解散
○ 憲法裁判決18/2551 （’08.12.2.）／中道党解散・選挙権停止（9:0）。
○ 憲法裁判決19/2551 （’08.12.2.）／国民党解散・選挙権停止（8:1）。
○ 憲法裁判決20/2551 （’08.12.2.）／人民の力党解散：選挙権停止（9:0）。

（出所）筆者作成。
（注） 2006年暫定憲法上の憲法裁判委員会は，2007年憲法の経過規定により2007年11月の新裁判官任命まで憲法栽として活動。新たな裁判官団による最初の判決は

5/2251。
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た
の
で
あ
る
。

　

一
連
の
動
き
は
、
Ｐ
Ａ
Ｄ
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
抗
議
運
動
の
勝
利
の
よ
う

に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
ソ
ム
チ
ャ
イ
政
権
は
、
最
後
ま
で
抵
抗
す
る
姿
勢
を

示
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に｢

引
導｣

を
わ
た
し
た
の
は
憲
法
裁
に
ほ

か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

●
反
政
治
腐
敗
を
掲
げ
る
憲
法
裁

　

二
〇
〇
七
年
総
選
挙
に
よ
る
タ
ッ
ク
シ
ン
派
政
権
の
成
立
か
ら
、
二
〇
〇
八

年
一
二
月
の
憲
法
裁
判
決
ま
で
の
政
治
過
程
に
お
い
て
、
憲
法
裁
は
、
上
記
の

二
判
決
を
含
め
て
、
タ
ッ
ク
シ
ン
派
に
と
っ
て
厳
し
い
判
決
を
繰
り
返
し
て
き

た
（
表
１
参
照
）。
憲
法
裁
は
、
多
く
の
判
決
に
お
い
て
、
反
政
治
腐
敗
・
反

汚
職
を
そ
の
正
当
化
理
由
と
し
て
強
く
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
最
高
裁
の
政
治
職
在
職
者
刑
事
事
件
部
（
以
下
、
政
治
職
刑
事
部
と

略
す
）
で
係
争
中
の
タ
ッ
ク
シ
ン
元
首
相
ほ
か
を
被
告
と
す
る
刑
事
事
件
に
関

係
し
て
、
適
用
さ
れ
る
法
律
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
件
が
二
つ
あ
る
。
タ
ッ

ク
シ
ン
元
首
相
ほ
か
の
不
正
調
査
を
行
う
国
家
損
害
調
査
委
員
会
を
設
置
し
た

ク
ー
デ
タ
・
グ
ル
ー
プ
の
布
告
と
そ
の
存
続
期
間
を
延
長
し
た
法
律
が
違
憲
で

あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。憲
法
裁
は
、か
か
る
法
令
が
憲
法
の
経
過
規
定
等
に
よ
っ

て
正
当
化
さ
れ
、
合
憲
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
汚
職
問
題
の
深
刻
さ
ゆ

え
に
、
通
常
の
犯
罪
捜
査
や
汚
職
捜
査
と
は
別
に
特
別
の
捜
査
手
続
が
必
要
で

あ
る
と
論
じ
た
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
同
判
決
が
、
国
王
が
ク
ー
デ
タ
を
承

認
し
た
と
き
の
勅
令
前
文
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
勅
令
は
、
タ
ッ

ク
シ
ン
政
権
が
国
民
間
の
対
立
を
も
た
ら
し
、
そ
の
も
と
で
政
治
家
・
高
官
に

よ
る
政
治
腐
敗
・
汚
職
が
蔓
延
し
た
と
糾
弾
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
識

は
、
タ
ッ
ク
シ
ン
政
権
に
つ
い
て
の
い
わ
ば｢

公
的
な
説
明｣

と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

人
民
の
力
党
政
権
は
、
こ
の
公
的
な
説
明
を
覆
す
こ
と
に
は
成
功
し
な
か
っ

た
。
同
政
権
下
で
も
、
司
法
は
タ
ッ
ク
シ
ン
元
首
相
ほ
か
に
対
す
る
刑
事
手
続

を
粛
々
と
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。
憲
法
裁
の
合
憲
判
決（��/255�

）を
受
け
て
、

政
治
職
刑
事
部
は
、
土
地
取
引
に
関
す
る
不
正
に
つ
い
て
タ
ッ
ク
シ
ン
元
首
相

に
対
す
る
有
罪
判
決
を
一
〇
月
に
下
し
た
の
で
あ
る
。

表２　憲法裁判機関の変遷と主要判決

憲　　法 首　　相 憲法裁判機関 主　　　要　　　判　　　決

97年憲法 タックシン（’01.2.9.-’06.9.19.）＊ 憲法裁判所
（15人）

（’01.8）タックシン資産公開義務違反事件（無罪）
（’06.2）タックシン首相失職請求棄却
（’06.5）4月総選挙無効
（’06.5）国道法案一部違憲判決

（廃止） ［クーデタ（’06.9.19.）］ （廃止） ―

06年暫定憲法 ソンティ（’06.10.1.）
［総選挙’08.12.23.］

憲法裁判委
（9人）

（’07.5）ＴＲＴ解散命令
（’07.5）民主党解散請求棄却

07年憲法 サマック（’08.1.29-9.9）＊ 憲法裁判所 （’08.9）サマック首相失職

ソムチャイ（’08.9.18.-12.2）＊ （9人） （’08.12）与党三党解散命令

［チャワラット’08.12.］＊＊

アピシット（’08.12.18.-）

（出所）筆者作成。
（注）＊タックシン派政権。首相就任は国王任命日。　＊＊首相代行。
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他
方
、
人
民
の
力
党
政
権
に
関
わ
る
事
件
に
お
い
て
は
、
前
述
の
勅
令
に
代

わ
っ
て
、
政
治
家
・
公
務
員
の
腐
敗
・
汚
職
の
問
題
の
解
決
を
強
く
指
向
す
る

｢

二
〇
〇
七
年
憲
法
の
精
神｣

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
サ
マ
ッ
ク
事
件

で
は
、
サ
マ
ッ
ク
首
相
は
、
番
組
へ
の
レ
ギ
ュ
ラ
ー
出
演
が
雇
用
契
約
に
あ
た

ら
な
い
と
い
う
弁
護
士
の
助
言
を
事
前
に
得
て
出
演
を
続
け
て
い
た
。
憲
法
裁

は
、
政
治
腐
敗
の
防
止
を
掲
げ
る
憲
法
の
趣
旨
か
ら｢

雇
用｣

を
広
く
解
釈

す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
同
出
演
が
民
法
上
ま
た
は
労
働
法
上
の
契
約
に
は
あ
た

ら
な
い
と
し
て
も
、
利
益
相
反
禁
止
規
定
の｢

雇
用｣

に
相
当
す
る
と
判
断

し
た
の
で
あ
る
。

　

同
様
に
、
人
民
の
力
党
ほ
か
に
対
す
る
解
散
命
令
判
決
で
も
、
憲
法
裁
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。｢

憲
法
は
、
国
の
選
挙
が
適
正
か
つ
公
平
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
そ
の
精
神
と
し
、
…
人
民
の
権
利
や
票
を
買
収
す
る
こ

と
に
よ
る
選
挙
の
不
正
を
防
止
す
る
規
定
を
有
す
る
。
…
一
部
の
政
治
家
が
慣

れ
て
し
ま
う
ほ
ど
に
長
く
用
い
て
き
た
方
法
で
あ
る
…
政
治
家
が
重
大
な
違
反

で
あ
る
こ
と
を
感
じ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
タ
イ
国
の
政
治
、
民
主
主
義
を
真

の
民
主
主
義
へ
と
発
展
さ
せ
ず
、
国
に
甚
大
な
る
損
害
を
与
え
て
い
る
。
か
か

る
政
治
家
が
、
権
力
を
得
る
な
ら
ば
、
恥
ず
る
こ
と
な
く
不
正
を
行
い
、
人
民

を
欺
き
、
権
限
職
務
を
用
い
て
不
当
に
利
益
を
得
ん
と
す
る
こ
と
は
必
須
で
あ

る
。｣

こ
の
判
決
の
詳
細
は
、
後
で
検
討
す
る
。

●
制
度
変
化
と
反
政
治
腐
敗

　

タ
イ
の｢

司
法
化｣

は
、
民
主
化
後
の
一
九
九
〇
年
代
の
制
度
改
革
に
始

ま
る
。
一
九
九
七
年
憲
法
は
、
上
院
公
選
制
や
地
方
自
治
の
拡
大
な
ど
、
国
民

の
政
治
参
加
を
拡
大
す
る
一
方
、
下
院
議
員
選
挙
へ
の
小
選
挙
区
制
の
採
用
な

ど
安
定
的
な
政
治
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
。
そ
れ
に
は
、
民
主
化

後
の
議
会
に
お
い
て
、
政
党
間
の
政
治
的
な
駆
け
引
き
に
よ
っ
て
審
議
が
し
ば

し
ば
停
滞
し
た
こ
と
や
、
政
策
よ
り
も
政
治
資
金
を
求
め
て
議
員
が
政
党
間
を

渡
り
歩
く
こ
と
が
横
行
し
て
い
た
こ
と
へ
の
反
省
が
あ
っ
た
。
二
〇
〇
一
年
以

降
の
選
挙
で
、
Ｔ
Ｒ
Ｔ
が
圧
勝
し
た
一
因
に
憲
法
自
体
の
制
度
設
計
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
一
九
九
七
年
憲
法
は
、
政
治
・
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
既
存
の
司
法
裁
判
所
に
加
え
て
、
そ
れ
と
は

独
立
の
行
政
裁
判
所
、
憲
法
裁
判
所
、
さ
ら
に
五
つ
の
独
立
機
関
（
選
挙
委
員

会
、
国
家
汚
職
防
止
取
締
委
員
会
＝N

ational Counter-Corruption 
Com

m
ission

＝
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
、
人
権
委
員
会
、
国
家
会
計
検

査
委
員
会
）
を
設
置
し
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
政
治
腐
敗
・
不
正
選
挙
を

防
止
し
、｢

地
方
の｣

腐
敗
し
た
政
治
家
の
台
頭
を
抑
え
る
こ
と
が
喫
緊
の
課

題
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
枠
組
み
が
整
備
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
民
主
化
が
進
展
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
数
で
勝
る
地
方
に
実
権
が
移

る
と
い
う
中
間
層
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
対
す
る
一
つ
の
解
で
も
あ
っ
た
。

　

チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
中
核
に
あ
る
の
が
憲
法
裁
で
あ
る
。
一
九
四
七
年
以
降
の

憲
法
に
は
、
憲
法
裁
判
機
関
と
し
て
憲
法
裁
判
委
員
会
（Constitutional 

T
ribunal

／
憲
法
院
と
も
訳
さ
れ
る
）
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
活
動
期

間
が
断
続
的
で
、
そ
の
事
件
数
は
一
九
九
一
年
ま
で
に
一
三
件
と
少
な
く
、
ほ

と
ん
ど
活
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
九
九
七
年
憲
法
は
、
こ
れ
を
専
任
の
裁
判
官

で
構
成
す
る
憲
法
裁
へ
と
変
更
し
た
。
憲
法
裁
の
判
決
は
、
一
九
九
八
年
か
ら

二
〇
〇
六
年
ま
で
に
約
三
〇
〇
件
あ
ま
り
へ
と
急
増
し
た
。
政
府
、
野
党
、
上

院
議
員
、
そ
の
他
の
政
治
ア
ク
タ
ー
間
の
対
立
・
紛
争
が
憲
法
裁
に
持
ち
込
ま

れ
る
よ
う
に
な
り
、
政
治
的
な
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
も
、
次
第
に
そ
の
影
響
を
強

め
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
議
会
の
圧
倒
的
多
数
を
確
保
し
た
タ
ッ
ク
シ
ン
政
権
期
に

入
る
と
、
一
九
九
七
年
憲
法
の
欠
陥
を
指
摘
し
、
新
た
な
政
治
改
革
・
憲
法
改

正
を
求
め
る
声
が
出
て
き
た
。
タ
ッ
ク
シ
ン
政
権
が
独
立
機
関
の
人
事
に
介
入

し
、
独
立
機
関
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
が
機
能
し
な
い
と
の
批
判
や
、
強
大
な
権
力

を
ふ
る
う
タ
ッ
ク
シ
ン
政
権
の
登
場
自
体
が
憲
法
の
欠
陥
で
あ
る
、
と
い
っ
た

意
見
す
ら
あ
ら
わ
れ
た
。
ま
た
、
初
期
の
憲
法
裁
は
、
い
く
つ
か
の
事
件
に
お

い
て
、
む
し
ろ
自
己
抑
制
的
な
傾
向
を
示
し
た
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
一
年
八

月
の
資
産
公
開
義
務
違
反
に
つ
い
て
タ
ッ
ク
シ
ン
元
首
相
を
無
罪
と
し
た
判
決

は
、
選
挙
で
圧
倒
的
多
数
を
得
た
同
政
権
に
対
す
る
政
治
配
慮
が
あ
っ
た
と
見

ら
れ
た
が
、
同
時
に
憲
法
裁
が
タ
ッ
ク
シ
ン
寄
り
で
あ
る
と
の
非
難
を
招
く
こ

と
と
な
っ
た
。

　

ク
ー
デ
タ
後
の
暫
定
政
権
の
下
で
制
定
さ
れ
た
二
〇
〇
七
年
憲
法
は
、
こ
う
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し
た
主
張
を
多
く
反
映
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
小
選
挙
区
制
の
廃
止
や
、
上

院
議
員
の
一
部
に
任
命
制
を
復
活
さ
せ
る
な
ど
、
一
九
九
七
年
憲
法
の
改
革
を

揺
り
戻
す
方
向
に
動
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
一
九
九
七
年
憲
法
の
特
徴
で
あ
っ

た
裁
判
所
と
独
立
機
関
に
よ
る
政
治
・
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
や
政
治

腐
敗
・
汚
職
防
止
の
た
め
の
規
定
は
、
さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
い
る
（
参
考
文
献

③
）。
二
〇
〇
八
年
の
い
く
つ
か
の
重
要
事
件
は
、
二
〇
〇
七
年
憲
法
が
定
め

た
憲
法
裁
の
新
た
な
権
限
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
憲
法
付
随

法
（
一
四
一
条
）、
条
約
（
一
九
〇
条
）
の
審
査
、
選
挙
違
反
に
も
と
づ
く
政

党
解
散
等
（
二
三
七
条
）、
私
人
の
憲
法
訴
願
権
（
二
一
二
条
）
が
あ
る
。

●
政
治
化
す
る
職
業
裁
判
官
？

　

制
度
変
化
は
、
司
法
化
を
促
し
た
唯
一
の
要
因
で
は
な
い
。
従
来
、
相
対
的

に
政
治
へ
の
関
わ
り
が
薄
か
っ
た
職
業
裁
判
官
が
、
政
治
へ
の
関
与
を
深
め
て

い
る
の
も
そ
の
一
因
で
あ
る
。

　

憲
法
裁
、
そ
し
て
司
法
全
体
が
、
タ
ッ
ク
シ
ン
派
に
厳
し
い
姿
勢
を
示
す
よ

う
に
な
っ
た
背
景
に
、
二
〇
〇
六
年
四
月
の
国
王
の
発
言
が
あ
っ
た
。
野
党
が

総
選
挙
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
結
果
、
形
ば
か
り
の
勝
利
を
し
た
Ｔ
Ｒ
Ｔ
が
組
閣

で
き
な
い
事
態
が
生
じ
、
憲
法
の
枠
組
内
で
の
解
決
が
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
た
。

反
タ
ッ
ク
シ
ン
派
は
早
く
か
ら
国
王
の
介
入
を
求
め
、
公
法
学
者
の
な
か
に
も

一
九
九
七
年
憲
法
七
条
の｢

憲
法
慣
習｣

の
効
力
を
認
め
る
規
定
を
根
拠
に
、

国
王
が
新
た
な
首
相
を
指
名
で
き
る
、
と
い
う
提
言
を
行
う
者
が
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
二
〇
〇
六
年
四
月
二
五
日
に
、
裁
判
官
の
任
命
に

際
し
て
、
国
王
は
、
憲
法
慣
習
に
も
と
づ
い
て
国
王
が
首
相
を
任
命
で
き
る
と

い
う
主
張
を
明
確
に
否
定
す
る
一
方
、
一
党
の
み
の
選
挙
は
民
主
的
で
は
な
い

と
し
て
、
裁
判
官
に
事
態
の
打
開
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
に
各
裁

判
所
は
鋭
く
反
応
し
、
行
政
裁
が
予
定
さ
れ
て
い
た
再
選
挙
を
差
し
止
め
る
と

と
も
に
、
憲
法
裁
は
、
二
〇
〇
六
年
四
月
総
選
挙
そ
の
も
の
を
無
効
と
す
る
判

断
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。司
法
の
積
極
化
は
、ク
ー
デ
タ
よ
り
も
先
に
始
ま
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

注
目
す
べ
き
点
は
、
一
九
九
七
年
憲
法
下
の
憲
法
裁
で
は
、
実
は
職
業
裁
判

官
の
比
率
が
低
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
二
〇
〇
六
年
以
降
、
職
業
裁
判
官
中
心

に
そ
の
構
成
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。

　

一
九
九
七
年
憲
法
は
、
多
様
な
立
場
の
人
を
入
れ
よ
う
と
い
う
考
え
方
か
ら
、

憲
法
裁
の
裁
判
官
は
、最
高
裁
判
所
裁
判
官（
五
人
）、最
高
行
政
裁
裁
判
官（
二

人
）、法
学（
五
人
）お
よ
び
政
治
学（
三
人
）の
有
識
者
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

か
ら
選
ぶ
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
有
識
者
枠
は
、
行
政
官
庁
出
身
者
の

元
官
僚
ポ
ス
ト
へ
と
変
化
し
た
。
た
と
え
ば
、
政
治
学
枠
に
は
、
初
期
に
は
政

治
学
者
が
選
ば
れ
た
が
、
彼
ら
が
去
っ
た
後
に
は
、
行
政
官
庁
出
身
者
で
し
め

ら
れ
た
。
官
庁
出
身
者
の
増
加
は
、
タ
ッ
ク
シ
ン
政
権
期
に
顕
著
で
あ
り
、

二
〇
〇
一
～
〇
六
年
に
任
命
さ
れ
た
七
人
の
有
識
者
の
う
ち
、
五
人
が
官
庁
出

身
者
で
あ
っ
た
。

　

二
〇
〇
六
年
の
暫
定
憲
法
は
、
ク
ー
デ
タ
で
廃
止
さ
れ
た
憲
法
裁
の
代
わ
り

に
、
そ
れ
と
同
じ
権
限
を
持
つ
憲
法
裁
判
委
員
会
を
設
置
し
た
。
こ
の
憲
法
委

は
、
常
任
の
裁
判
官
を
持
た
ず
、
最
高
裁
、
最
高
行
政
裁
の
そ
れ
ぞ
れ
の
長
官

を
含
む
、
各
裁
判
所
の
現
役
の
裁
判
官
か
ら
選
ば
れ
た
九
人
の
裁
判
官
が
兼
務

し
た
。
二
〇
〇
七
年
五
月
の
Ｔ
Ｒ
Ｔ
解
散
命
令
を
下
し
た
の
は
、
司
法
の
ト
ッ

プ
を
含
む
職
業
裁
判
官
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
表
２
参
照
）。

　

二
〇
〇
七
年
憲
法
で
復
活
し
た
憲
法
裁
は
、
裁
判
官
数
が
一
五
人
か
ら
九
人

に
変
更
さ
れ
た
が
、
最
高
裁
、
最
高
行
政
裁
、
法
学
・
政
治
学
等
の
有
識
者
の

四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
裁
判
官
を
選
ぶ
こ
と
は
、
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
に
任
命
さ
れ
た
九
人
の
憲
法
裁
裁
判
官
の
経
歴
を

見
て
み
る
と
、
七
人
が
司
法
裁
の
裁
判
官
ま
た
は
元
裁
判
官
で
あ
り
、
残
り
二

人
が
外
交
官
出
身
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
職
業
裁
判
官
の
重
視
が
、
政
変
へ
の

対
応
を
重
視
し
た
短
期
的
な
対
応
に
と
ど
ま
る
の
か
、
今
後
も
続
く
の
か
明
ら

か
で
は
な
い
。
有
識
者
出
身
の
裁
判
官
を
選
出
す
る
委
員
会
の
構
成
は
、

二
〇
〇
七
年
憲
法
で
変
更
さ
れ
、
各
裁
判
所
が
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
（
表
３

参
照
）。
こ
の
任
命
は
、
総
選
挙
前
の
暫
定
政
権
下
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
は
い
え
、
司
法
の
意
向
が
強
く
反
映
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
憲
法
裁
が
強
調
す
る
反
政
治
腐
敗
の
推
進

が
、
最
高
検
察
（
検
察
庁
）
や
憲
法
上
の
独
立
機
関
と
の｢

連
携｣

な
し
に

は
成
功
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各
事
件
が
誰
に
よ
っ
て
、
い
つ

提
起
さ
れ
た
か
が
重
要
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
憲
法
裁
は
自
ら
事
件
を
開
始
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す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
手
続
の
種
類
に
よ
っ
て
、
憲
法
裁
に
付

託
で
き
る
者
は
異
な
る
が
、
主
と
し
て
、
議
会
の
少
数
派
（
野
党
議
員
、
上
院

議
員
）
と
憲
法
上
の
独
立
機
関
が
付
託
す
る
も
の
が
多
い
。
一
連
の
政
治
過
程

に
お
い
て
、
特
に
独
立
機
関
の
役
割
は
重
要
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

二
〇
〇
六
年
四
月
総
選
挙
の
無
効
判
決
は
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
提
訴
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
Ｔ
Ｒ
Ｔ
解
散
判
決
は
、
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
、
選
挙
委
員
会
の

認
定
に
も
と
づ
き
、
最
高
検
察
が
ク
ー
デ
タ
前
の
二
〇
〇
六
年
七
月
に
提
起
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
の
一
連
の
事
件
を
み
る
と
、
憲
法
裁

に
対
す
る
申
立
て
や
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
調
査
が
開
始
さ
れ
た
時
期
は
、
Ｐ
Ａ

Ｄ
が
本
格
的
な
抗
議
活
動
を
再
開
す
る
前
な
の
で
あ
る
。

　

独
立
機
関
に
は
、
ど
ん
な
経
歴
の
人
物
が
任
命
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一

般
に
、学
者
、元
官
僚
、弁
護
士
、元
検
察
官
、元
裁
判
官
が
、独
立
機
関
へ
の
人
材

の
供
給
源
と
な
っ
て
き
た
。
二
〇
〇
六
年
総
選
挙
を
め
ぐ
る｢

不
正｣

に
つ
い

て
責
任
を
問
わ
れ
て
選
挙
委
員
が
辞
職
・
更
迭
さ
れ
た
後
、｢

元
裁
判
官｣

の
活

用
が
重
視
さ
れ
た
点
は
、
注
目
す
べ
き
政
変
以
降
の
変
化
で
あ
る
。
二
〇
〇
六

年
九
月
に
任
命
さ
れ
た
五
人
の
う
ち
、四
人
は
元
裁
判
官
で
、残
る
一
人
は
元
検

察
官
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
委
員
会
事
務
所
の
事
務
総
裁
も
元
裁
判
官
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
〇
七
年
憲
法
下
で
は
、
独
立
機
関
の
人
事
に
司
法
の
意
向
が

強
く
反
映
し
得
る
も
の
と
な
っ
た
。
一
般
に
独
立
機
関
の
委
員
等
は
、
上
院
の

承
認
を
経
て
、
国
王
が
任
命
す
る
が
、
そ
の
実
質
的
な
選
出
は
憲
法
が
各
機
関

ご
と
に
定
め
る
選
出
委
員
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
（
表
３
）。
一
九
九
七
年
憲

法
と
比
べ
る
と
、
大
学
の
学
長
・
学
部
長
の
枠
が
な
く
な
り
、
ま
た
、
政
治
部

門
か
ら
の
代
表
は
下
院
議
長
と
野
党
か
ら
選
出
さ
れ
る
野
党
指
導
者
の
二
名
に

限
定
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
今
後
の
独
立
機
関
の
人
事
に
司
法
の
意
向
が
さ
ら

に
強
く
反
映
す
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
上
院
議
員

の
ほ
ぼ
半
数
を
選
出
す
る
委
員
会
も
、
裁
判
所
、
独
立
機
関
の
代
表
で
構
成
さ

れ
て
お
り
、
司
法
へ
の
権
力
集
中
が
進
む
可
能
性
が
あ
る
。

●
政
党
解
散
命
令
の
内
容
と
特
徴―

二
〇
〇
七
年
Ｔ
Ｒ
Ｔ
解

散
判
決
と
の
比
較

　

次
に
人
民
の
力
党
ほ
か
与
党
二
党
の
解
散
命
令
判
決
（
以
下
、
Ｐ
Ｐ
Ｐ
判
決

表３　憲法裁判所裁判官・独立機関等の選出委員会の構成（2007年憲法）

憲法裁判所裁判官
（有識者）（s. 206）

国家会計検査委員会
（ss. 252, 243）

  国家人権委員会＊

（ss. 256/ 243） 
     選挙委員会＊＊ 

（s. 231）
オンブズマン
（s. 243）

国家汚職防止取締
委員会（s. 246）

最高裁長官 ○ ○ ○ ○ ○ ○

憲法裁長官 ― ○ ○ ○ ○ ○

最高行政裁長官 ○ ○ ○ ○ ○ ○

下院議長 ○ ○ ○ ○ ○ ○

下院野党代表 ○ ○ ○ ○ ○ ○

憲法上の独立機関
の長（互選1人）＊ ○ ― ― ― ― ―

最高裁裁判官会議が
選出する者 ― ○ ○ ○ ―

最高行政裁判所裁判
官会議が選出する者 ― ○ ○ ○ ―

（選出委員の数） 5 7 5 7 7 5

（出所）筆者作成。
（注）＊ 2007年憲法は，オンブズマン，選挙委員会，国家汚職防止取締委員会，国家会計監査委員会の4機関のみを ｢憲法上の独立機関｣ と呼び，国家人権委員会など

を ｢他の独立機関｣ とした。
 ＊＊選出委員のほか，最高裁裁判官会議が直接2人の選挙委員を選出する（1997年憲法では5人）。1997年憲法では選出委員には最高裁長官は含まれていなかった。
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と
総
称
す
る
）
の
中
身
を
見
て
み
よ
う
。
Ｐ
Ｐ
Ｐ
判
決
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す

る
上
で
、
二
〇
〇
七
年
の
Ｔ
Ｒ
Ｔ
判
決
と
の
比
較
が
有
益
で
あ
る
。
そ
の
理
由

は
、
い
ず
れ
の
判
決
も
、
タ
ッ
ク
シ
ン
派
の
政
党
に
対
し
て
、
選
挙
違
反
行
為

を
理
由
と
し
た
政
党
解
散
と
政
党
の
党
首
・
役
員
の
五
年
間
の
選
挙
権
停
止
を

命
じ
て
お
り
、
選
挙
委
員
会
ま
た
は
政
党
登
記
官
の
調
査
・
認
定
に
も
と
づ
き
、

最
高
検
察
が
憲
法
裁
に
付
託
し
た
事
件
で
あ
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
Ｐ
Ｐ
Ｐ
判
決
で
適
用
さ
れ
た
憲
法
二
三
七
条
二
項
の
規
定
は
、
Ｔ
Ｒ
Ｔ
判

決
を
受
け
て
生
ま
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

両
判
決
の
相
違
点
と
し
て
着
目
す
べ
き
な
の
は
、
判
決
の
根
拠
と
し
て
主
張

さ
れ
た
選
挙
違
反
行
為
の
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｔ
Ｒ
Ｔ
事
件

で
は
、
二
〇
〇
六
年
四
月
総
選
挙
に
お
い
て
、
Ｔ
Ｒ
Ｔ
が
、
政
党
と
し
て
の
利

益
の
た
め
、
他
の
二
政
党
と
共
謀
し
て
選
挙
違
反
を
行
っ
た
と
認
定
さ
れ
た
。

選
挙
法
に
は
、
候
補
者
が
一
人
だ
け
で
、
投
票
率
が
二
〇
％
以
下
の
選
挙
区
で

は
再
選
挙
を
行
う
旨
の
規
定
が
あ
る
。
検
察
は
、
再
選
挙
を
回
避
す
る
た
め
、

Ｔ
Ｒ
Ｔ
が
他
の
二
政
党
に
候
補
者
を
擁
立
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
た
と
主
張
し

た
。
Ｔ
Ｒ
Ｔ
は
、
勝
利
が
見
込
ま
れ
て
い
る
選
挙
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
よ
う

な
行
為
を
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
と
主
張
し
た
が
、
憲
法
委
は
広
範
な
反
対
運

動
の
存
在
な
ど
の
事
情
か
ら
、
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
し
て
、
政
党
が
行
っ
た
行

為
で
あ
る
と
認
定
し
た
。

　

他
方
、
Ｐ
Ｐ
Ｐ
判
決
で
は
、
根
拠
と
な
っ
た
選
挙
違
反
行
為
そ
の
も
の
は
、

違
反
行
為
を
行
っ
た
当
該
候
補
者
が
個
人
的
な
利
益
の
た
め
に
行
っ
た
も
の
と

認
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
党
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
た
選
挙

違
反
行
為
は
相
互
に
ま
っ
た
く
関
係
が
な
く
、
判
決
も
各
政
党
に
対
し
て
個
別

に
出
さ
れ
て
い
る
。

　

政
党
自
体
の
行
為
で
は
な
い
選
挙
違
反
に
つ
い
て
、
ど
う
し
て
政
党
が
そ
の

解
散
と
い
う
制
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の

事
件
に
適
用
さ
れ
た
規
定
の
違
い
を
見
て
み
よ
う
。

　

一
九
九
七
年
憲
法
に
は
、
過
去
に
ク
ー
デ
タ
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
へ
の
反

省
か
ら
、
私
人
ま
た
は
政
党
が
、｢

国
王
を
元
首
と
す
る
民
主
主
義
統
治｣

を

転
覆
す
る
た
め
、
ま
た
は｢

憲
法
が
定
め
る
手
段
に
よ
ら
な
い
方
法
で
国
の

統
治
権
を
取
得｣

し
よ
う
と
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
、
最
高
検
察
の
申

立
て
に
よ
り
、
憲
法
裁
が
か
か
る
行
為
の
停
止
、
さ
ら
に
は
政
党
の
解
散
を
命

じ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
（
六
三
条
）。

　

し
か
し
、
Ｔ
Ｒ
Ｔ
判
決
で
は
、
こ
の
憲
法
規
定
で
は
な
く
、
一
九
九
八
年
の

政
党
に
関
す
る
憲
法
付
随
法
（
以
下
、
政
党
法
）
が
適
用
さ
れ
た
。
政
党
法
上

の
政
党
解
散
理
由
に
、
憲
法
と
同
じ
文
言
で
、
政
府
の｢

転
覆｣

と｢

憲
法

に
よ
ら
な
い
統
治
権
取
得｣

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
廃
止
さ
れ
た
憲
法
に
代

わ
っ
て
、
こ
の
規
定
が
根
拠
と
さ
れ
た
。
Ｔ
Ｒ
Ｔ
側
は
、
同
文
言
が
ク
ー
デ
タ

や
武
力
を
用
い
た
も
の
を
意
味
し
て
い
る
と
主
張
し
た
が
、
判
決
は
、
憲
法
規

定
に
つ
い
て
は
Ｔ
Ｒ
Ｔ
側
の
主
張
を
認
め
た
も
の
の
、
政
党
法
上
の
同
じ
文
言

は
、
憲
法
と
は
異
な
り
、
選
挙
違
反
行
為
を
含
む
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈

を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

Ｔ
Ｒ
Ｔ
判
決
で
裁
判
官
の
意
見
が
分
か
れ
た
争
点
は
、
事
後
法
の
禁
止
で

あ
っ
た
。
政
党
役
員
の
選
挙
権
停
止
は
、
憲
法
お
よ
び
政
党
法
に
規
定
が
な
く
、

ク
ー
デ
タ
後
の
布
告
二
七
号
に
よ
っ
て
新
た
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
行
為
時
の
法
律
よ
り
も
厳
し
い
刑
罰
を
後
の
法
律
で
科
す
こ
と
を

禁
止
す
る
事
後
法
の
禁
止
の
原
則
は
、
タ
イ
に
お
い
て
確
立
し
た
原
則
で
あ
る
。

判
決
は
、
選
挙
権
停
止
は
刑
罰
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
事
後
法
の
禁
止
に
あ

た
ら
な
い
、
と
い
う
苦
し
い
判
断
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
政
党
解
散
に
つ
い
て

裁
判
官
九
人
全
員
が
賛
成
し
た
も
の
の
、
選
挙
権
停
止
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁

長
官
を
含
む
三
人
が
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
。

　

さ
て
、
Ｐ
Ｐ
Ｐ
判
決
に
適
用
さ
れ
た
二
〇
〇
七
年
憲
法
の
二
つ
の
規
定
は
、

Ｔ
Ｒ
Ｔ
判
決
で
の
議
論
を
反
映
し
て
い
る
。
第
一
に
、
政
府
の｢

転
覆｣

ま

た
は｢

憲
法
に
よ
ら
な
い
統
治
権
取
得｣

を
行
っ
た
政
党
の
解
散
を
命
じ
得

る
と
し
た
一
九
九
七
年
憲
法
六
三
条
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
上
で
、
か
か
る

政
党
の
政
党
党
首
・
役
員
の｢

選
挙
権
停
止｣

の
規
定
を
新
た
に
追
加
し
た

（
六
八
条
）。
第
二
に
、
立
候
補
者
が
選
挙
法
・
選
挙
委
員
会
規
則
等
に
違
反
し
、

選
挙
の
公
正
か
つ
公
平
な
実
施
を
妨
げ
る
行
為
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
立
候

補
者
の
選
挙
権
を
停
止
す
る
規
定
を
設
け
た
（
二
三
七
条
）。
そ
し
て
、
政
党

の
党
首
・
役
員
が
、
か
か
る
行
為
を
知
り
な
が
ら
放
置
し
、
改
善
策
を
と
ら
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
六
八
条
に
定
め
る
政
府
の｢

転
覆｣

ま
た
は｢

憲
法
に

よ
ら
な
い
統
治
権
取
得｣

を
め
ざ
す
行
為
と
み
な
し
、
当
該
政
党
の
解
散
と
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党
首
・
役
員
の
選
挙
権
を
五
年
間
停
止
す
る
と
定
め
た
の
で
あ
る
（
二
三
七
条

二
項
）。
つ
ま
り
、
二
〇
〇
七
年
憲
法
は
、
政
党
解
散
を
定
め
る
六
八
条
の
規

定
の
文
言
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
と
し
た
け
れ
ど
も
、
二
三
七
条
二
項
を
入
れ
る
こ

と
で
、｢

憲
法
に
よ
ら
な
い
統
治
権
の
取
得｣

と
い
う
規
定
の
意
味
を
、
Ｔ
Ｒ

Ｔ
判
決
で
示
さ
れ
た
政
党
法
の
解
釈
と
同
様
に
、
選
挙
違
反
を
含
む
も
の
へ
と

実
質
的
に
拡
張
し
た
の
で
あ
る
。
Ｐ
Ｐ
Ｐ
判
決
で
は
、
選
挙
違
反
行
為
を
行
っ

た
と
さ
れ
る
各
党
の
一
人
の
候
補
者
が
す
べ
て
当
該
政
党
の
役
員
を
つ
と
め
て

い
た
た
め
、
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

ど
の
よ
う
な
選
挙
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
政
党
解
散
を
命
じ
ら
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｐ
Ｐ
Ｐ
判
決
で
憲
法
裁
は
こ
の
議
論
に
立
ち
入
ら
な
か
っ

た
。
憲
法
裁
に
よ
れ
ば
、
二
三
七
条
二
項
の
規
定
は
、
絶
対
的
な｢

み
な
し

規
定｣

で
あ
り
、
政
党
の
党
首
ま
た
は
役
員
が
違
反
行
為
に
関
与
し
、
ま
た

は
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
措
置
を
し
な
か
っ
た
と
信
ず
べ
き
証
拠
が
あ
る
場
合
、

政
党
解
散
は
自
動
的
に
決
定
さ
れ
、
別
段
の
裁
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
各
政
党
は
、
違
反
行
為
を
行
っ
た
役
員
と
は
別
の
者
が
知
っ

て
い
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
憲
法
裁
は
、
そ
う
し
た
解
釈
を

認
め
ず
、
政
党
役
員
自
ら
が
違
反
行
為
を
行
っ
た
場
合
は
む
し
ろ
よ
り
深
刻
な

違
反
で
あ
る
、
と
す
る
。
さ
ら
に
、
み
な
し
規
定
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
不

正
な
票
買
収
で
は
、
そ
の
行
為
者
が
隠
蔽
的
な
手
段
を
用
い
る
特
別
の
性
質
を

有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
政
党
が
政
党
運
営
に
関
わ
る
者
を
よ
り
良
く
選
ぶ
よ
う

な
義
務
を
法
律
が
定
め
る
も
の
で
あ
る
、
と
説
明
す
る
。
そ
の
主
張
を
さ
ら
に

法
人
の
表
見
代
理
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
補
足
し
て
い
る
。
憲
法
裁
は
、
人
民
の
力

党
に
つ
い
て
は
最
高
裁
判
決
に
よ
る
選
挙
違
反
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
、
他
の

二
党
に
つ
い
て
は
、
憲
法
上
の
独
立
機
関
で
あ
る
選
挙
委
員
会
の
裁
定
が
終
局

的
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
を
そ
れ
ぞ
れ
理
由
と
し
て
、
事
実
問
題

の
審
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
。
政
党
側
は
、
根
拠
と
な
っ
た
選
挙

違
反
と
政
党
解
散
と
い
う
制
裁
が
比
例
性
を
欠
い
て
い
る
と
反
論
し
た
が
、
選

挙
委
員
会
の
認
定
を
争
え
な
い
と
い
う
理
由
で
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、

国
民
党
に
関
し
て
は
、
一
人
の
裁
判
官
が
、
違
反
行
為
が
候
補
者
個
人
の
も
の

に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
解
散
に
反
対
し
て
い
る
。

　

政
党
解
散
が
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
、
党
首
お
よ
び
役
員
の
選
挙
権
が
停
止
さ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
憲
法
裁
は
、
選
挙
権
停
止
を
定
め
る
規
定
は
、｢

強

行
的｣

な
規
定
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
憲
法
裁
は
、
政
党
解
散
が
行
わ

れ
た
場
合
、
政
党
幹
部
の
選
挙
権
停
止
を
当
然
に
命
令
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
と
は
異
な
る
命
令
を
下
す
裁
量
を
持
た
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

違
反
行
為
の
認
定
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
政
党
解
散
や

選
挙
権
停
止
を
命
じ
る
か
に
つ
い
て
は
、
憲
法
裁
が
自
ら
基
準
を
示
し
、
そ
れ

に
従
っ
て
決
定
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
憲
法
裁
は
、
政

党
役
員
が
違
反
を
犯
し
た
事
実
の
認
定
に
よ
っ
て
当
然
に
結
果
が
生
ず
る
の
で

あ
る
と
判
示
し
、
自
ら
の
裁
量
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
を

と
っ
た
一
つ
の
理
由
に
、
空
港
占
拠
を
め
ぐ
る
衝
突
を
回
避
す
る
た
め
、
決
定

を
急
い
だ
こ
と
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
各
政
党
は
、
そ
も
そ
も
問
題
と
さ
れ

た
選
挙
違
反
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
も
争
お
う
と
し
て
い
た
。
憲

法
裁
が
政
党
解
散
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
判
断
基
準
を
示
そ
う
と
す
れ
ば
、

違
反
行
為
の
軽
重
を
含
め
て
審
理
を
尽
く
す
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
結
果
と
し
て
み
れ
ば
、
憲
法
裁
は
自
ら
の
責
任
を
放
棄
し
た
よ
う

に
す
ら
見
え
る
。
政
党
役
員
に
よ
る
選
挙
違
反
に
よ
っ
て
政
党
が
解
散
さ
れ
る

か
否
か
は
、
選
挙
委
レ
ベ
ル
で
実
質
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
中
道
党
、
国
民
党
の
二
党
に
つ
い
て
は
、
選
挙
委
は
当
初
、

当
該
違
反
行
為
が
候
補
者
個
人
の
も
の
で
、
政
党
解
散
請
求
は
で
き
な
い
と
判

断
し
て
い
た
。
下
部
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
法
律
顧
問
委
員
会
（
法
学
者
等

で
構
成
）
が
請
求
可
能
と
判
断
し
た
こ
と
か
ら
、
解
散
請
求
の
方
向
に
動
い
た
、

と
い
う
経
緯
が
判
決
の
な
か
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。

●
反
政
治
腐
敗
の
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
は
ど
こ
ま
で
機
能
す
る
か
？

　

本
稿
で
は
、
政
変
期
の
憲
法
裁
の
役
割
を
、
職
業
裁
判
官
に
よ
る
運
動
と
い

う
側
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
い
う
視
点
を
提
示
し
た
。
一
連
の
憲
法
裁
判
決
が
旗

印
と
し
て
掲
げ
る
の
は
、
法
に
よ
っ
て
政
治
腐
敗
・
汚
職
を
な
く
し
て
い
こ
う

と
す
る
、
い
わ
ば｢

反
政
治
腐
敗
の
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム｣

で
あ
る
。
確
か
に
、

政
治
腐
敗
・
汚
職
問
題
は
、
タ
イ
や
他
の
開
発
途
上
国
が
抱
え
る
大
き
な
課
題

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
取
り
組
む
た
め
の
法
や
組
織
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
は
、
望

ま
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
治
危
機
の
な
か
で
、
裁
判
官
が
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認
識
す
る
目
先
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
積
み
重
ね
て
き
た
判
決
に
お
い
て

は
、
事
実
認
定
や
そ
こ
で
打
ち
出
さ
れ
た
ル
ー
ル
や
法
解
釈
の
な
か
に
は
、
議

論
の
余
地
が
大
き
い
も
の
が
あ
ま
り
に
も
多
い
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
望
ま
し

い
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

政
党
解
散
命
令
は
、
政
党
の
党
首
ま
た
は
党
役
員
個
人
が
選
挙
違
反
を
行
え

ば
、
政
党
自
体
の
組
織
的
な
関
与
が
な
く
と
も
、
政
党
は
解
散
さ
れ
、
政
党
党

首
・
役
員
が
選
挙
権
を
五
年
間
失
う
、
と
い
う
厳
格
で
形
式
的
な
「
連
座
制
」

で
あ
る
。
し
か
も
、
違
反
行
為
が
重
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
必
要
と
さ
れ
て

い
な
い
。
憲
法
裁
が
言
う
よ
う
に
、
今
後
、
政
党
は
、
候
補
者
の
吟
味
や
党
幹

部
の
人
選
を
慎
重
に
行
う
な
ど
、
何
ら
か
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
の
は
確
か
で
あ

る
。
同
時
に
、
選
挙
違
反
を
理
由
と
す
る
政
党
解
散
は
、
対
立
す
る
政
治
勢
力

を
葬
り
去
る
有
効
な
ツ
ー
ル
と
な
る
。
実
際
に
、
Ｐ
Ｐ
Ｐ
判
決
で
は
人
民
の
力

党
の
選
挙
違
反
は
、
対
立
候
補
に
よ
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

政
変
期
の
諸
政
党
の
解
散
で
生
じ
た
一
つ
の
動
き
は
、
古
い
世
代
の
政
治
家

の
再
登
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
に
は
過
去
の
政
治
腐
敗
へ
の
関
与
や
そ
の
疑

い
で
影
を
潜
め
て
い
た
政
治
家
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
不
人
気

の
政
治
家
が
擁
立
さ
れ
る
こ
と
は
さ
す
が
に
回
避
さ
れ
た
が
、
民
主
党
政
権
の

成
立
に
、
古
い
世
代
の
政
治
家
が
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
を
握
っ
て
い
た
。

解
散
命
令
を
受
け
た
勢
力
か
ら
生
ま
れ
た
新
た
な
政
党
も
、
連
立
に
参
加
し
て

い
る
。
そ
こ
で
見
ら
れ
た
政
党
間
の
駆
け
引
き
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
政
治
改

革
が
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
非
効
率
な
慣
行
の
再
来
の
よ
う
に
す
ら
見
え
る
。

そ
れ
は
望
ま
し
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

タ
イ
政
治
に
お
け
る
憲
法
裁
の
影
響
は
、
今
後
も
続
く
で
あ
ろ
う
。
司
法
に

よ
る
決
定
が
ど
こ
ま
で
望
ま
し
い
の
か
。
タ
イ
国
内
で
も
よ
う
や
く
議
論
が
始

ま
り
つ
つ
あ
る
。
訴
訟
は
、現
実
の
紛
争
を
、法
の
定
め
る
い
わ
ば
鋳
型
に
合
っ

た
法
的
紛
争
に
加
工
し
、
そ
れ
に
合
致
し
な
い
も
の
を
捨
象
し
て
い
く
。
憲
法

裁
の
問
題
の
捉
え
方
は
狭
く
、
反
政
治
腐
敗
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
こ

で
語
ら
れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
政
治
危
機
の
根
底
に
あ
る
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
利

害
や
課
題
、
た
と
え
ば
、
バ
ン
コ
ク
と
地
方
と
の
格
差
と
い
っ
た
問
題
と
は
、

ず
い
ぶ
ん
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
司
法
的
な
決
定
が
、
政
治
過
程

そ
の
も
の
に
代
替
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
は
い
え
、
一
連
の
紋
切
り
型
の
司

法
判
断
は
、
司
法
と
い
う
過
程
を
通
じ
た
政
治
危
機
の
出
口
を
模
索
す
る
可
能

性
を
全
く
試
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
一
二
月
二
日
の
憲
法
裁
の
解
散
命
令
判
決
を
受
け
て
、
国
際
空
港
を

占
拠
し
て
い
た
反
タ
ッ
ク
シ
ン
派
の
デ
モ
参
加
者
は
、
勝
利
の
高
揚
感
に
浸
り

な
が
ら
家
路
に
つ
い
た
。
民
主
党
は
、
労
せ
ず
し
て
政
権
を
手
に
入
れ
、
軍
や

警
察
は
自
ら
の
手
を
さ
ら
に
汚
す
こ
と
な
く
政
変
を
切
り
抜
け
る
こ
と
が
で
き

た
。
タ
ッ
ク
シ
ン
派
の
反
独
裁
民
主
統
一
戦
線
（N

ational U
nited Front 

of D
em
ocracy A

gainst D
ictatorship

＝
Ｕ
Ｄ
Ｄ
）
は
、
攻
守
と
こ
ろ

を
か
え
、
ア
ピ
シ
ッ
ト
民
主
党
政
権
に
対
し
て
、
抗
議
活
動
を
続
け
て
い
る
。

一
連
の
騒
動
の
な
か
で
一
番
傷
つ
い
た
の
は
、
反
政
治
腐
敗
の
旗
印
の
も
と
に

無
理
な
判
断
を
繰
り
返
し
て
き
た
司
法
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
す
ら
み
え
る
。

（
い
ま
い
ず
み　

し
ん
や
／
在
シ
ア
ト
ル
海
外
調
査
員
）

《
参
考
文
献
》

①
今
泉
慎
也｢

タ
イ
の
憲
法
裁
判
制
度｣

作
本
直
行
・
今
泉
慎
也
編
『
ア
ジ

ア
諸
国
の
民
主
化
過
程
と
法―

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

比
較
』
日
本
貿
易
振
興
機
構
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
。

②
今
泉
慎
也｢

裁
判
制
度
改
革―

タ
イ
政
治
の
司
法
化
と
そ
の
限
界｣

玉
田

芳
史
・
船
津
鶴
代
編
『
タ
イ
政
治
・
行
政
の
変
革―

一
九
九
一―

二
〇
〇
六

年
』
日
本
貿
易
振
興
機
構
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年
、
第
三
章
。

③  D
yer, G

w
ynne, "Thailand: Populism

 vs. Privilege," Japan Tim
es, Sep-

tem
ber 18, 2008. Available at Japan Tim

es O
nline (http://search.japan-

tim
es.co.jp/cgi-bin/eo20080910gd.htm

l) .

④  G
insburg, Tom

, "C
onstitutional Afterlife: The C

ontinuing Im
pact of 

Thailand's Postpolitical C
onstitution," International Journal of Constitu-

tional Law
, 7, 2009, pp.83-105.

⑤  H
irschl, Ran, "The Judicialization of M

ega-Politics and the Rise of Polit-

ical C
ourts," A

nnual Review
 of Political Science, 11, 2008, pp.93-118.


